
電気用品安全法の解釈 － 対象非対象関係 

平成２０年７月１７日 製品安全課 

商品名等 

（電気用品名等） 

吟唱机（ Singing Table） 

 

１ 当該商品等の概要 

 

○用途、機能、性能 

 携帯用音楽再生機の音源のヘッドフォン端子からの音声信号（アナログ）を入力

してこれをアンプにて増幅し、これをボイスコイルを利用した振動器により机等に

振動を与え人の耳に音声として聞かせるものである。 

 

 

○構造、仕様、意匠 

 定 格：１００Ｖ、５０－６０Ｈｚ、３０Ｗ 

 

 

○主な使用者、販売先 

一般消費者 

 

２ 対象・非対象の解釈 

  

 特定電気用品以外の電気用品中、電子応用機械器具の「その他の音響機器」とし

て取り扱う。 

 

（理由） 

 本製品は、アンプ及びスピーカーのボイスコイルがあり、音声出力機構を有して

いるとみなせることから、「その他の音響機器」として取り扱うことが妥当と判断

する。 

 


